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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成３０年１２月２６日（平成３０年（行情）諮問第６５６号） 

答申日：平成３１年３月１１日（平成３０年度（行情）答申第４８１号） 

事件名：「特定官職の交替に際して事務引き継ぎに関する文書」の不開示決定

（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「情報公開・個人情報保護室長の交替に際して事務引き継ぎに関する文

書の全て。」（以下「本件対象文書」という。）につき，これを保有して

いないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年８月１０日付け防官文第１

４４８２号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が

行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求

める。 

２ 審査請求の理由 

業務の継続の必要性を鑑みると引き続きに関する文書が全く存在しない

とは考えられず，改めて関連部局を探索の上，発見に努めるべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

   本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，本件開示請

求に該当する行政文書は作成されておらず，その保有を確認することがで

きなかったことから，法９条２項の規定に基づき，平成２８年８月１０日

付け防官文第１４４８２号により不開示決定処分（原処分）を行った。 

本件審査請求は，原処分に対して提起されたものである。 

２ 審査請求人の主張について 

  審査請求人は，「業務の継続の必要性を鑑みると引き継ぎに関する文書

が全く存在しないとは考えられず，改めて関係部局を探索の上，発見に努

めるべきである。」として原処分の取消しを求めるが，情報公開・個人情

報保護室長の交替に際しては，口頭により業務内容の説明等が行われてお

り，新たな資料を作成したり，具体的な引き継ぎ内容を記載した文書は作

成されておらず，その保有を確認することができなかったことから原処分

を行ったものである。 
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よって，審査請求人の主張には理由がなく，原処分を維持することが妥

当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年１２月２６日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成３１年２月２１日   審議 

   ④ 同年３月７日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「情報公開・個人情報保護室長の交替に際して事務引

き継ぎに関する文書の全て」である。 

処分庁は，本件対象文書は作成されておらず，保有を確認することがで

きなかったことから不存在として不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，原処分の取消しを求めており，諮問庁は，

本件対象文書を保有していないとして不開示とした原処分を妥当としてい

ることから，以下，本件対象文書の保有の有無について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）当審査会事務局職員をして，本件対象文書について，改めて諮問庁に

確認させたところ，以下のとおり説明する。 

ア 防衛省における担当者間の事務引継ぎについては，特段の規定はな

い。 

イ 情報公開・個人情報保護室長（以下「情個室長」という。）の交替

に際しての事務引継ぎについては，前任者及び後任者において，口頭

での業務内容の説明，共有フォルダや行政文書の確認等を行っている。 

ウ 原処分に当たっては，歴代の情個室長に聞き取りを行ったが，その

作成及び保有を確認することができず，机及び書庫並びに共有フォル

ダ及びパソコン内のデータを探索したが，保有を確認することができ

なかった。 

（２）防衛省における担当者間の事務引継ぎに関する規定の存否につき，当

審査会事務局職員をして，防衛省ウェブサイトの防衛省情報検索サービ

スを調査させたが，事務引継ぎに関する規定の存在はうかがわれなかっ

た。 

（３）そうすると，防衛省において，担当者間の事務引継ぎ方法の定めはな

く，担当者間において口頭での説明により行っており，事務引継ぎのた

めの資料を作成していないことから保有していない旨の上記（１）の諮

問庁の説明を覆すに足りる事情は見当たらないことから，本件対象文書

に該当する文書を保有しているとは認められない。 
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３ 付言 

本件は，審査請求から諮問までに約２年３か月が経過しており，「簡易

迅速な手続」による処理とはいい難く，審査請求の趣旨及び理由に照らし

ても，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。 

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における処

理に当たって，迅速かつ的確な対応が望まれる。 

 ４ 本件不開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，防衛省において本件対象文書を保有している

とは認められず，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

  委員 山名 学，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子  

 


